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１. はじめに 

今回の女川原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）の変

更認可申請の内容は，土捨場の確保に伴い周辺監視区域境界の一部を変更するた

め，保安規定第１編（運転段階の発電用原子炉施設編）および保安規定第２編

（廃止措置段階の原子炉施設編）に明示する周辺監視区域境界図を変更する。 

本資料では，今回の保安規定変更認可申請の内容が，実用炉規則第９２条（保

安規定），実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定

の審査基準（平成２５年６月１９日制定，令和元年１２月２５日最終改正／令和

２年４月１日施行）（以下「保安規定審査基準（運転）」という。）および廃止措置

段階の発電用原子炉施設における保安規定の審査基準（平成２５年１１月２７日

制定，令和元年１２月２５日最終改正／令和２年４月１日施行）（以下「保安規定

審査基準（廃止措置）」という。）の要求事項に適合する変更内容であることまた

は要求事項に抵触しない変更内容であることを説明する。 

 

 

【保安規定審査基準（運転）抜粋】 

申請書を受理した原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者から申請された保安規定について、

原子炉等規制法第４３条の３の２４第２項に定める認可要件である 

・原子炉等規制法第４３条の３の５第１項若しくは第４３条の３の８第１項の許可を受けたところ

又は同条第３項若しくは第４項前段の規定により届け出たところによるものでないと認められな

いこと 

・核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分

でないものであると認められないこと 

を確認するための審査を行うこととしている。 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、保安規定の認可の審査に当た

って確認すべき事項を次のとおり定める。 

（以降に実用炉規則第９２条第１項各号に対する審査基準が記載されている。） 

【保安規定審査基準（廃止措置）抜粋】 

申請書を受理した原子力規制委員会は、原子炉設置者から申請された保安規定について、 

法第４３条の３の２４第２項に定める認可要件である 

・法第４３条の３の５第１項若しくは第４３条の３の８第１項の許可を受けたところ又は同条第３

項若しくは第４項前段の規定により届け出たところによるものでないと認められないこと 

・核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分

でないものであると認められないこと 

を確認するための審査を行う。 

したがって、原子炉設置者から申請された廃止措置段階の保安規定の審査における基準を明確に

する観点から、廃止措置段階の保安規定の審査に当たって確認すべき事項等を次のとおり定める。 

（以降に，実用炉規則第９２条第３項各号に対する審査基準が記載されている。） 
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２．保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更内容の説明 

周辺監視区域に係る要求事項として，実用炉規則第９２条第１項第９号および

保安規定審査基準（運転）で要求される事項について，既認可の保安規定第１編

において，どの条文で対応しているかを整理した。また，実用炉規則第９２条第

３項第８号および保安規定審査基準（廃止措置）で要求される事項については，

既認可の保安規定第２編において，どの条文で対応しているかを整理した。 

今回の保安規定変更認可申請において，保安規定審査基準（運転）または保安

規定審査基準（廃止措置）（以下「保安規定審査基準」という。）に適合する変更

内容であることを説明する。 

 

２．１ 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定変更条文の整理 

（１）保安規定審査基準（運転）の要求事項に対する保安規定第１編の整理 

実用炉規則第９２条第１項第９号および保安規定審査基準（運転）ならびに

保安規定第１編における保安規定審査基準（運転）の要求事項に対して，直接

的に該当する内容の変更有無を表 2.1-1に示す。 

保安規定審査基準（運転）が要求する事項に対して直接的に該当する内容を

変更するものについては，変更有無欄に「有」を記載し，「主要な変更対象の項

目」として網掛け表示を行う。 

 

（２）保安規定審査基準（廃止措置）の要求事項に対する保安規定第２編の整理 

実用炉規則第９２条第３項第８号および保安規定審査基準（廃止措置）なら

びに保安規定第２編における保安規定審査基準（廃止措置）の要求事項に対し

て，直接的に該当する内容の変更有無を表 2.1-2に示す。 

保安規定審査基準（廃止措置）が要求する事項に対して直接的に該当する内

容を変更するものについては，変更有無欄に「有」を記載し，「主要な変更対象

の項目」として網掛け表示を行う。 
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表 2.1-1 保安規定審査基準（運転）の要求事項に対する保安規定第１編の整理 

主要な変更対象の項目 

実用炉規則第 92条および保安規定審査基準（運転） 

（H25.6.19 制定，R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

実用炉規

則第 92条 

第 1項第 9

号 

【管理区

域、保全区

域及び周

辺監視区

域の設定

等】 

１．管理区域を明示し、管理区域における他の場

所と区別するための措置を定め、管理区域の設

定及び解除において実施すべき事項が定めら

れていること。 

第９３条 管理区域の設定およ

び解除 

－ 

添付 

１－２ 

管理区域図（第９３条

および９４条関連） 

－ 

２．管理区域内の区域区分について、汚染のおそ

れのない管理区域及びそれ以外の管理区域に

ついて表面汚染密度及び空気中の放射性物質

濃度の基準値が定められていること。 

第９４条 管理区域内における

区域区分 

－ 

添付 

１－２ 

管理区域図（第９３条

および９４条関連） 

－ 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域に

ついて講ずべき措置を定め、特別措置を実施す

る外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射

性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれ

のある物の表面汚染密度の基準が定められて

いること。 

第９５条 管理区域内における

特別措置 

－ 

４．管理区域への出入管理に係る措置事項が定め

られていること。 

第９６条 管理区域への出入管

理 

－ 

５．管理区域から退出する場合等の表面汚染密度

の基準が定められていること。 

第９６条 管理区域への出入管

理 

－ 

６．管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事

項及びそれを遵守させる措置が定められてい

ること。 

第９７条 管理区域出入者の遵

守事項 

－ 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及

び運搬をする際に講ずべき事項が定められて

いること。 

第１０４条 管理区域外等への搬

出および運搬 

－ 

第１０５条 発電所外への運搬 － 

８．保全区域を明示し、保全区域についての管理

措置が定められていること。 

第９８条 保全区域 － 

添付 

１－３ 

保全区域図 

（第９８条関連） 

－ 

９．周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を

除く者が周辺監視区域に立ち入らないように

制限するために講ずべき措置が定められてい

ること。 

第９９条 周辺監視区域 有 

１０．役務を供給する事業者に対して遵守させる

放射線防護上の必要事項及びこれを遵守させ

る措置が定められていること。 

第１０６条 協力企業の放射線防

護 

－ 

 第９２条の

２ 

頻度の定義 － 
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表 2.1-2 保安規定審査基準（廃止措置）の要求事項に対する保安規定第２編の整理 

主要な変更対象の項目 

実用炉規則第 92条および保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定，R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 

変更 

有無 

実用炉規

則第 92条 

第 3項第 8

号 

【管理区

域、保全区

域及び周

辺監視区

域の設定

並びに立

入制限】 

１）管理区域を明示し、管理区域における他の場

所と区別するための措置を定め、管理区域の設

定及び解除において実施すべき事項が定めら

れていること。 

第２９３条 管理区域の設定およ

び解除 

－ 

添付 

２－２ 

管理区域図（第２９３

条および２９４条関

連） 

－ 

２）管理区域内の区域区分について、汚染のおそ

れのない管理区域及びそれ以外の管理区域に

ついて表面汚染密度及び空気中の放射性物質

濃度の基準値が定められていること。 

第２９４条 管理区域内における

区域区分 

－ 

添付 

２－２ 

管理区域図（第２９３

条および２９４条関

連） 

－ 

３）管理区域内において特別措置が必要な区域に

ついて講ずべき措置を定め、特別措置を実施す

る外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射

性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれ

のある物の表面汚染密度の基準が定められて

いること。 

第２９５条 管理区域内における

特別措置 

－ 

４）管理区域への出入管理に係る措置事項が定め

られていること。 

第２９６条 管理区域への出入管

理 

－ 

５）管理区域から退出する場合等の表面汚染密度

の基準が定められていること。 

第２９６条 管理区域への出入管

理 

－ 

６）管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事

項及びそれを遵守させる措置が定められてい

ること。 

第２９７条 管理区域出入者の遵

守事項 

－ 

７）管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及

び運搬をする際に講ずべき事項が定められて

いること。 

第３０４条 管理区域外等への搬

出および運搬 

－ 

第３０５条 発電所外への運搬 － 

８）保全区域を明示し、保全区域についての管理

措置が定められていること。 

第２９８条 保全区域 － 

添付 

２－３ 

保全区域図 

（第２９８条関連） 

－ 

９）周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を

除く者が周辺監視区域に立ち入らないように

制限するために講ずべき措置が定められてい

ること。 

第２９９条 周辺監視区域 有 

１０）役務を供給する事業者に対して遵守させる

放射線防護上の必要事項及びこれを遵守させ

る措置が定められていること。 

第３０６条 協力企業の放射線防

護 

－ 

 第２９２条

の２ 

頻度の定義 － 
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２．２ 保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定の記載内容 

前項において，「主要な変更対象の項目」として抽出された項目について，保安規

定審査基準（運転）の要求事項と保安規定第１編の記載内容の対比および保安規定審

査基準（廃止措置）の要求事項と保安規定第２編の記載内容の対比を行い，保安規定

審査基準の要求事項に適合する変更内容であることまたは保安規定審査基準の要求事

項に抵触しない変更内容であることを「記載の考え方」欄で説明する。 

 

（１）保安規定審査基準（運転）の要求事項に対する保安規定第１編の記載内容 

保安規定第１編の記載内容は，実用炉規則および保安規定審査基準（運転）の要求事

項に適合することを表 2.2-1のとおり確認した。 

 

（２）保安規定審査基準（廃止措置）の要求事項に対する保安規定第２編の記載内容 

保安規定第２編の記載内容は，実用炉規則および保安規定審査基準（廃止措置）の要

求事項に適合することを表 2.2-2のとおり確認した。 

 

【表 2.2-1～2.2-2 フォーマットの説明】 

項 目 説 明 内 容 

関連する実用炉規則 ○ 「黒字」により，保安規定審査基準に関連する実用炉規則の内容を

記載する。 

保安規定審査基準 ○ 「黒字」により，保安規定審査基準（運転）または保安規定審査基

準（廃止措置）の内容を記載する。 

記載すべき内容 ○ 「黒字」により，保安規定に記載すべき内容を記載する。 

○ 「青線」により，保安規定の変更内容を記載する。 

記載の考え方 ○ 保安規定に記載すべき内容の記載の考え方を記載する。 

○ 保安規定に記載しない場合の考え方を記載する。 

○ 変更後の保安規定に記載すべき内容が保安規定審査基準の要求事

項を満たしていることを確認した結果を記載する。 
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表 2.2-1 保安規定審査基準（運転）の要求事項に対する保安規定第１編の記載内容 

関連する実用炉規則 

（R2.4.1施行） 

保安規定審査基準（運転） 

（H25.6.19 制定，R1.12.25 最終改正）       

原子炉施設保安規定 

記載すべき内容 記載の考え方 

第 92条（保安規定） 

 法第四十三条の三の二十四第一

項の規定による保安規定の認可

を受けようとする者は、認可を

受けようとする工場又は事業所

ごとに、次に掲げる事項につい

て保安規定を定め、これを記載

した申請書を原子力規制委員会

に提出しなければならない。 

  

 九 管理区域、保全区域及び周辺

監視区域の設定並びにこれら

の区域に係る立入制限等に関

すること。 

 

実用炉規則第 92条第 1項第 9号 

管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設

定等 

 

９．周辺監視区域を明示し、業務上立ち入

る者を除く者が周辺監視区域に立ち入

らないように制限するために講ずべき

措置が定められていること。 

 

（周辺監視区域） 

第９９条 周辺監視区域は，図９９に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設

けるかまたは標識を掲げることにより，業務上立入る者以

外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るおそれ

のないことが明らかな場合は，この限りでない。 

図９９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・女川原子力発電所の周辺

監視区域境界の一部変更

に伴い，図９９に示す周

辺監視区域境界図を変更

する。 

 

・保安規定には，既認可同

様，周辺監視区域を明示

し，業務上立ち入る者を

除く者が周辺監視区域に

立入らないよう制限する

ために講ずべき措置を定

めている。 
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表 2.2-2 保安規定審査基準（廃止措置）の要求事項に対する保安規定第２編の記載内容 

関連する実用炉規則 

（R2.4.1施行） 

保安規定審査基準（廃止措置） 

（H25.11.27 制定，R1.12.25 最終改正）       

原子炉施設保安規定 

記載すべき内容 記載の考え方 

第 92条（保安規定） 

３ 法第四十三条の三の三十四第

二項の認可を受けようとする

者は、当該認可の日までに、

当該認可を受けようとする廃

止措置計画に定められている

廃止措置を実施するため、法

第四十三条の三の二十四第一

項の規定により認可を受けた

保安規定について次に掲げる

事項を追加し、又は変更した

保安規定の認可を受けなけれ

ばならない。これを変更しよ

うとするときも同様とする。 

 

八 管理区域、保全区域及び周辺

監視区域の設定並びにこれら

の区域に係る立入制限等に関

すること。 

 

（８）管理区域、保全区域及び周辺監視区

域の設定並びに立入制限 

【実用炉規則第 92 条第３項第８号】 

本事項については、以下のような事項が明

記されていること。 

 

９）周辺監視区域を明示し、業務上立ち入

る者を除く者が周辺監視区域に立ち入

らないように制限するために講ずべき

措置が定められていること。 

 

（周辺監視区域） 

第２９９条 周辺監視区域は，図２９９に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設

けるかまたは標識を掲げることにより，業務上立入る者以

外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るおそれ

のないことが明らかな場合は，この限りでない。 

図２９９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・女川原子力発電所の周辺

監視区域境界の一部変更

に伴い，図２９９に示す

周辺監視区域境界図を変

更する。 

 

・保安規定には，既認可同

様，周辺監視区域を明示

し，業務上立ち入る者を

除く者が周辺監視区域に

立入らないよう制限する

ために講ずべき措置を定

めている。 



 

10 

３．保安規定変更内容に対する設置許可との整合性の説明 

保安規定審査基準に定める認可要件のうち，「法第４３条の３の５第１項若しくは第４

３条の３の８第１項の許可を受けたところ又は同条第３項若しくは第４項前段の規定に

より届け出たところによるものでないと認められないこと」について，今回の保安規定

変更内容と女川原子力発電所発電用原子炉設置許可申請書（以下「設置許可」という。）

の記載内容の対比を行い，齟齬が無いことを説明する。 

 

（１）保安規定第１編変更内容に対する設置許可との整合性の説明 

保安規定第１編の変更箇所について，運転段階にある２号炉の設置許可との対比によ

り，齟齬が無いことを表 3-1のとおり確認した。 

 

表 3-1 保安規定第１編変更箇所の設置許可記載有無等整理 

保安規定変更箇所 設置許可記載有無 設置許可との整合性 

第９９条 

周辺監視区域 

記載あり 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

本文九号，添付書類八（11.6放射線管理），添付書類九

（1.2 具体的方法，2.1管理区域，保全区域及び周辺監視

区域の設定，2.4周辺監視区域内の管理）に記載があり，

保安規定記載はこれらに整合している。 

【添付資料－１参照】 

 

 

（２）保安規定第２編変更内容に対する設置許可との整合性の説明 

保安規定第２編の変更箇所について，廃止措置段階にある１号炉の設置許可との対比

により，齟齬が無いことを表 3-2のとおり確認した。 

 

表 3-2 保安規定第２編変更箇所の設置許可記載有無等整理 

保安規定変更箇所 設置許可記載有無 設置許可との整合性 

第２９９条 

周辺監視区域 

記載あり 

（本文九号） 

（添付書類八，九） 

本文九号，添付書類八（17.6 放射線管理），添付書類九

（1.2 具体的方法，2.3管理区域，保全区域及び周辺監視

区域の設定，2.6周辺監視区域内の管理）に記載があり，

保安規定記載はこれらに整合している。 

【添付資料－２参照】 
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添付資料－１ 

保安規定条文（変更後） 設置許可記載 整合性説明 

（周辺監視区域） 

第９９条 周辺監視区域は，図９９に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設けるかまたは標識を掲げ

ることにより，業務上立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るお

それのないことが明らかな場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［本文］ 

九 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項 

２号炉 

イ 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ばくの管理の

方法 

(1) 放射線防護に関する基本方針・具体的方法 

放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては,「核原料物質,核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び「労働安全衛生法」を遵守し,本発電

所に起因する放射線被ばくから発電所周辺の一般公衆並びに放射線業務従事者及

び一時立入者(以下「放射線業務従事者等」という。)を防護するため十分な放射

線防護対策を講ずる。 

さらに,発電所周辺の一般公衆に対する線量については,「発電用軽水型原子炉

施設周辺の線量目標値に関する指針」(以下「線量目標値に関する指針」とい

う。)に基づき,合理的に達成できる限り低くすることとする。 

具体的方法については，以下のとおりとする。 

（省略） 

(ⅳ)管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，立ち入りを制限する。 

（省略） 

 

(2) 管理区域及び周辺監視区域の設定 

 (ⅱ) 周辺監視区域 

外部放射線に係る線量，空気中若しくは水中の放射性物質の濃度が，「線量限

度等を定める告示」に定められた値を超えるおそれのある区域を周辺監視区域

とする。 

周辺監視区域の境界は実際には管理上の便宜も考慮して設定する。 

 

(4) 周辺監視区域内の管理 

周辺監視区域については，「実用炉規則」に基づき，人の居住を禁止し，境界に

さく又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の

者の立ち入りを制限する。 

（省略） 

 

 

 

 

 

・本文九号に，周辺

監視区域を設定

し，柵または標識

等により業務上立

ち入る者以外の立

ち入りを制限する

ることを記載して

おり，保安規定記

載はこれに整合し

ている。 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 整合性説明 

 ［添付書類］ 

添付書類八 

11. 運転保守 

11.6 放射線管理 

放射線管理は,発電所周辺の一般公衆,放射線業務従事者等の線量を法令に定め

られた限度を超えないようにすることはもちろん,合理的に達成できる限り低減す

る方針で行う。 

発電所には管理区域，周辺監視区域等を設け，出入管理，被ばく管理，管理区

域内における作業管理，放射線の測定，放射性物質及び放射性物質によって汚染

された物の移動の管理等を厳重に実施する。 

 

添付書類九 

1. 放射線防護に関する基本方針 

1.2 具体的方法 

（省略） 

(4) 管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，この区域内では人の居住を禁

止し，境界にさく又は標識を設ける等の方法によって人の立ち入りを制限する。 

 

2. 発電所の放射線管理 

2.1 管理区域，保全区域及び周辺監視区域の設定 

2.1.3 周辺監視区域 

外部放射線に係る線量，空気中若しくは水中の放射性物質の濃度が，「実用発

電用原子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告

示」（第３条及び第９条）に定められた値を超えるおそれのある区域を周辺監視

区域とする。周辺監視区域の境界は実際には管理上の便宜も考慮して第 2.1－1

図に示すように敷地境界付近に設定する。 

 

2.4 周辺監視区域内の管理 

「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（第 78条）の規定に基づ

き，周辺監視区域は人の居住を禁止し，境界にさく又は標識を設ける等の方法に

よって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限する。 

（省略） 

 

 

 

・添付書類八に，周

辺監視区域を設け

ることを記載して

おり，保安規定記

載はこれに整合し

ている。 

 

 

 

 

・添付書類九に，周

辺監視区域を設定

し，柵または標識

等により業務上立

ち入る者以外の立

ち入りを制限する

ることを記載して

おり，保安規定記

載はこれに整合し

ている。 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 整合性説明 

図９９ 

 

 

 

・添付書類九に周辺

監視区域の範囲を

記載しており，保

安規定記載はこれ

に整合している。 

・なお，設置許可

は，変更許可時点

での周辺監視区域

を示している。今

回の変更は，設置

許可本文への影響

がないことから，

設置変更許可申請

を要さない。 
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添付資料－２ 

保安規定条文（変更後） 設置許可記載 整合性説明 

（周辺監視区域） 

第２９９条 周辺監視区域は，図２９９に示す区域とする。 

２．核物質防護課長は，第１項の周辺監視区域境界に，柵を設けるかまたは標識を掲げ

ることにより，業務上立入る者以外の立入りを制限する。ただし，当該区域に立入るお

それのないことが明らかな場合は，この限りでない。 

 

 

 

 

［本文］ 

九 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項 

１号炉 

イ 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ばくの管理の

方法 

(1) 放射線防護に関する基本方針・具体的方法 

放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては,「核原料物質,核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び「労働安全衛生法」を遵守し,本発

電所に起因する放射線被ばくから発電所周辺の一般公衆並びに放射線業務従事者

及び一時立入者(以下「放射線業務従事者等」という。)を防護するため十分な放

射線防護対策を講ずる。 

さらに，発電所周辺の一般公衆に対する線量については,「発電用軽水型原子

炉施設周辺の線量目標値に関する指針」(以下「線量目標値に関する指針」とい

う。)に基づき，合理的に達成できる限り低くすることとする。 

具体的方法については，以下のとおりとする。 

（省略） 

(ⅳ)管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，立ち入りを制限する。 

（省略） 

 

(2) 管理区域及び周辺監視区域の設定 

 (ⅱ) 周辺監視区域 

外部放射線に係る線量，空気中若しくは水中の放射性物質の濃度が，「線量限

度等を定める告示」に定められた値を超えるおそれのある区域を周辺監視区域

とする。 

周辺監視区域の境界は実際には管理上の便宜も考慮して設定する。 

 

(4) 周辺監視区域内の管理 

周辺監視区域については，「実用炉規則」に基づき，人の居住を禁止し，境界に

さく又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の

者の立ち入りを制限する。 

（省略） 

 

 

 

・本文九号に，周辺

監視区域を設定

し，柵または標識

等により業務上立

ち入る者以外の立

ち入りを制限する

ることを記載して

おり，保安規定記

載はこれに整合し

ている。 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 整合性説明 

 

 

［添付書類］ 

添付書類八 

17. 運転保守 

17.6 放射線管理 

放射線管理は,発電所周辺の一般公衆,放射線業務従事者等の線量を法令に定め

られた限度を超えないようにすることはもちろん,合理的に達成できる限り低減す

る方針で行う。 

（省略） 

 

添付書類九 

1. 放射線防護に関する基本方針 

1.2 具体的方法 

（省略） 

(4)管理区域の外側には，周辺監視区域を設定して，この区域内では人の居住を禁止

し，境界にさく又は標識を設ける等の方法によって人の立ち入りを制限する。 

 

2. 発電所の放射線管理 

2.3管理区域，保全区域及び周辺監視区域の設定 

2.3.3 周辺監視区域 

外部放射線に係る線量，空気中若しくは水中の放射性物質の濃度が，「実用発

電用原子炉の設置，運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告

示」（第３条及び第９条）に定められた値を超えるおそれのある区域を周辺監視

区域とする。周辺監視区域の境界は実際には管理上の便宜も考慮して第 2.3－1

図に示すように敷地境界付近に設定する。 

 

2.6 周辺監視区域内の管理 

「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（第 78条）の規定に基づ

き，周辺監視区域は人の居住を禁止し，境界にさく又は標識を設ける等の方法に

よって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限する。 

（省略） 

 

 

 

・添付書類八に，周

辺監視区域を設け

ることを記載して

おり，保安規定記

載はこれに整合し

ている。 

 

 

 

・添付書類九に，周

辺監視区域を設定

し，柵または標識

等により業務上立

ち入る者以外の立

ち入りを制限する

ることを記載して

おり，保安規定記

載はこれに整合し

ている。 
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保安規定条文（変更後） 設置許可記載 整合性説明 

図２９９ 

  

・添付書類九に周辺

監視区域の範囲を

記載しており，保

安規定記載はこれ

に整合している。 

・なお，設置許可

は，変更許可時点

での周辺監視区域

を示している。今

回の変更は，設置

許可本文への影響

がないことから，

設置変更許可申請

を要さない。 

 

 


